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医療 DX 推進体制整備加算に係る掲⽰ 
 
当薬局では次のような取り組みを⾏い、医療 DX
推進体制整備加算を算定しております。 

＊オンライン資格確認システムを通じて患者さまの診療
情報や薬剤情報等を取得し、調剤・服薬指導等を⾏う
際に同意いただいた情報を閲覧し活⽤しています。 
 
＊マイナンバーカードを健康保険証（マイナ保険証）
として利⽤することを促進する等、医療ＤＸを通じて質
の⾼い医療を提供できるよう取り組んでいます。 
 
＊電⼦処⽅箋や電⼦カルテ情報共有サービスを活⽤す
る等、医療ＤＸに係る取り組みを実施しています。 
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